
平成１９年１０月２３日
関西電力株式会社

原子力発電所の地震対策について



原子力発電所の地震対策の検討経緯

○平成１８年 ９月１９日 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針決定

○平成１８年 ９月２０日 国より事業者に対し、耐震安全性評価を指示

○平成１８年１０月１８日 国・福井県・立地町に耐震安全性評価実施計画を提出

○平成１９年 ７月１６日 新潟県中越沖地震発生

国より事業者に対し、消防活動体制・放射能漏れ事故等における報告

体制の確認を指示

○平成１９年 ７月２０日 国・県・立地町に、上記体制について報告

国より事業者に対し指示

・耐震安全性評価計画見直し

・自衛消防体制の強化、迅速かつ厳格な事故報告体制の構築

○平成１９年 ７月２６日 国・県・立地町に、自衛消防体制の強化、迅速かつ厳格な

事故報告体制の構築に係る改善計画を報告

○平成１９年 ８月２０日 国・県・立地町に、耐震安全性評価実施計画を再提出

○平成１９年 ９月２０日 国・県・立地町に、柏崎刈羽発電所で観測されたデ－タに

基づく当社発電所の概略影響検討結果を報告
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＜自衛消防体制の強化自衛消防体制の強化＞

当社通信回線の強化
・衛星携帯電話配備
・災害優先電話回線増設

可搬式小型消防ポンプ、高発泡器
等を用いた初期消火対応訓練の
実施

休日夜間の初期消火班２名増員
（発電所10分圏内にて待機、休日
昼間帯は発電所構内待機）

暫定措置

対応内容
現 状項 目

消防訓練の向上

・消防機関の指導の下、各種火災（普通火災、油火災、電気火災）

の消火方法について知識・技能を習得（消防機関の了解後）

専用回線の設置

（消防機関の了解後）

化学消防車の更新と、水消防車を
配備

自衛消防隊員常駐体制の再構築
（常駐・呼出により10名以上の隊員
で消火できる体制）

恒久対策

消火器、消火栓の取扱い訓練

実施

④消防との連携の下で、
訓練を強化

専用通信回線なし
③消防に対する専用通信
回線を確保

［美浜］

化学消防車配置
②油火災等に備え、化学
消防車を配置等

休日夜間は２名程度にて消火、

必要に応じ呼出

①火災発生時に迅速に
十分な人員を確保

通報訓練の強化

・マニュアルの記載を明確化

・反復訓練実施 など

・報告に関する社内ルール整備
済

・連絡体制整備済

③放射性物質漏えい時な
どに迅速に報告

更なる通信確度向上

・既存設備の拡充

・衛星携帯電話の配備 など

連絡資機材は多重性があり、有
線以外の代替手段も有して い
る

②災害発生時でも確実に
機能する通信手段を確
保

休日夜間に放射線管理要員１名
配置
（発電所１０分圏内にて待機）

漏えい等の確認体制強化

・運転員増員

・運転員に測定スキルの付与

休日夜間は連絡体制表に基づ
き呼出

①災害発生時でも放射性
物質漏えいなどの有無
を確認

暫定措置恒久対策

対応内容
現 状項 目

＜迅速かつ厳格な事故報告体制の構築迅速かつ厳格な事故報告体制の構築＞

【美浜発電所の対応例】 ２



〈新耐震設計審査指針に照らした耐震安全性の評価 １/２〉

主な変更点 ①地質・地盤調査終了時期を平成１９年９月から１２月へ延長

②平成２０年３月に中間報告

③評価完了を平成２１年１２月から９月に前倒し

美浜1～3号機

高浜1～4号機

大飯1～4号機

H19.9 H21.9

【見直し後の工程】

H19.12

3ヶ月
前倒し

H20.3中間報告

３

（２）耐震安全性評価実施計画の見直し工程

（１）耐震安全性評価の実施状況

・平成１８年８月から陸域及び海域の地質・地盤調査を実施中

・平成１９年１０月以降に各施設の耐震安全性評価を開始

H21.12
地質・地盤調査

地質・地盤調査

地質・地盤調査

耐震安全性評価

耐震安全性評価

耐震安全性評価



４

（３）地質・地盤調査の取組状況

〈新耐震設計審査指針に照らした耐震安全性の評価 ２/２〉

①目 的

改訂指針で敷地近傍の高精度な調査が規定されたこと、
耐震設計上考慮する活断層の認定基準が変更されたことを受
け、ボーリング調査、海上音波探査など、詳細な調査を実施。
（～Ｈ１９．１２月）

②調査状況

【ボーリング調査】

【海上音波探査】

美浜：28孔、約4,000m
大飯：13孔、約1,900m
高浜：26孔、約3,800m



柏崎刈羽原子力発電所で観測されたデータに基づく
当社発電所の概略影響検討結果 １/３

５

「止める」「冷やす」「閉じ込める」に係る主要設備のうち代表９施設

⑧原子炉建屋

②蒸気発生器

⑨制御棒

④一次冷却材管

⑥余熱除去配管

冷やす

閉じ込める

止める

⑦原子炉格納容器

①原子炉容器

③炉内構造物

⑤余熱除去
ポンプ
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検討のイメージ
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施設の固有周期
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当社施設の評価を
実施した地震動

柏崎刈羽発電所
の観測地震動

（Ⅱ） （Ⅱ）（Ⅰ）

【（Ⅰ）の範囲の施設】
柏崎刈羽の地震動の強さは、
当社で安全確認した地震動を
超えていない。

↓
★安全維持機能は確保される。

【（Ⅱ）の範囲の施設】
柏崎刈羽の地震動が、当社で
安全確認した地震動を上回る。

↓
★各施設が保有する施設余裕

の範囲内であることを確認。

柏崎刈羽原子力発電所で観測されたデータに基づく
当社発電所の概略影響検討結果 ２/３
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→全てのプラントについて安全機能を維持できると考えられる

地震動の比 施設余裕

α β

①原子炉容器 1.13 1.25 ○
②蒸気発生器 1以下 － ○
③炉内構造物 1.13 6.98 ○
④一次冷却材管 1以下 － ○
⑤余熱除去ポンプ 1.93 10以上 ○
⑥余熱除去配管 1以下 － ○
⑦原子炉格納容器 1以下 － ○
⑧原子炉建屋 1.37 8.44 ○

⑨制御棒の挿入性 1.21 2.75 ○

対象施設 判定
α（地震動の比）：
柏崎刈羽発電所の
地震動と当社の地
震動の比を表す。
αが１以下であれば、
安全と評価される。

β（施設余裕）：
当社の地震動に対
する、設計計算上の
施設余裕を表す。
βがαより大きいな
らば、安全と評価さ
れる。

検討結果（美浜１号機の例）

○ 検討対象プラント ： 美浜１，２，３号機、高浜１，２，３号機、大飯１，３号機

柏崎刈羽原子力発電所で観測されたデータに基づく
当社発電所の概略影響検討結果 ３/３


